
1/14  

長 県環境影響評価条例 
成10 」0日 

長 県条例第1「号 

  

 改  成1重 17日条例第4「号    

目  

第 章 総則 第 条─第 条  

第 章 技術指針 第 条  

第 章 準備書 作成前 手  

第 節 第 種事業 係 定 第 条  

第 節 方法書 作成等 第 条─第11条  

第 節 環境影響評価 実施等 第1「条 第1」条  

第 章 準備書 第14条─第「0条  

第 章 評価書 第「1条 第「「条  

第 章 対象事業 容 修 等 第「」条─第「5条  

第 章 評価書 公告及び縦覧 手 第「6条─第」「条  

第 章 長 県環境影響評価技術委員会 第」」条─第」重条  

第 章 環境影響評価法 関係 第40条 第41条  

第10章 雑則 第4「条─第48条  

附則 

 

第 章 総則 

 

目的  

第 条 条例 環境影響評価 い 県等 責 明 規模

大 環境影響 程度 著 い あ 事業 い 環境影響評価

適 滑 行わ 手 他所要 事項 定 事業者

事業 係 環境 保全 い 適 配慮 推 現在及び将来

県民 健康 文化的 生活 確保 資 目的  

 

定義  

第 条 条例 い 各号 掲 用語 意義 当該各号 定

 

。1週 環境影響評価 事業 特定 目的 行わ 一連 土地 形状 変更

併 行う 含 週並び 工作物 新設及び増改築 いう

実施 環境 及 影響 当該事業 実施 土地又 工作物 い 行わ

予定 事業活動 他 人 活動 当該事業 目的 含 場合

活動 伴 生 影響 含 環境影響 いう い 環境

構成要素 係 項目 調査 予測及び評価 行う 行う過程

い 事業 係 環境 保全 措置 検討 措置 講 場合

環境影響 総合的 評価 いう  

。「週 第 種事業 表 掲 事業 規模 大 環境影響 程度 著 い

あ 規則 定 いう  

。」週 第 種事業 表 掲 事業 い 該当 う 環境影響

程度 著 い あ う 定 第 条 い 定

いう 知事 条 規定 行う必要 あ 規則 定 い

う  

参考資料１ 
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ア 第 種事業 準 規模 事業 

イ 環境 保全 特 配慮 必要 認 地域 い 実施 事業 第 種

事業 該当 除  

。4週 対象事業 第 種事業又 第 条第 項第 号 措置 第 種事業 条

第 項及び第「4条第 項 い 準用 第 条第 項第 号 措置

除 いう  

。5週 事業者 章 場合 除 対象事業 実施 う 者 委 係 対象事

業 あ 委 う 者 いう  

 

県等 責  

第 条 県 村 事業者及び県民 事業 実施前 環境影響評価 要性

深 認識 条例 規定 環境影響評価 他 手 適 滑 行わ

事業 実施 環境 負荷 限 回避 又 減 他 環

境 保全 い 配慮 適 う 立場 努

い  

 

第 章 技術指針 

 

技術指針  

第 条 知事 既 得 い 科学的知見 基 対象事業 係 環境影響評価

適 行わ 必要 あ 認 技術的 指針 技術指針 いう

定 い  

 技術指針 各号 掲 事項 定  

。1週 環境影響評価 項目並び 当該項目 係 調査 予測及び評価 合理的 行う

手法 選定 指針 

。「週 環境 保全 措置 関 指針 

 知事 技術指針 定 又 変更 う あ 長 県環境影

響評価技術委員会 意見 聴 い  

 知事 技術指針 定 又 変更 告示 い  

 

第 章 準備書 作成前 手  

 

第 節 第 種事業 係 定 

第 種事業 係 定  

第 条 第 種事業 実施 う 者 委 係 事業 あ 委

う 者 条 い 規則 定 氏 及

び 所 法人 あ 称 表者 氏 及び主 事業所 所在地 並び

第 種事業 種類及び規模 第 種事業 実施 区域 他第 種事業 概要

書面 知事 届 出 い  

 知事 前項 規定 届出 条及び第「4条第 項 い 届出 い

う 当該届出 係 第 種事業 実施 区域 管轄

村長 届出 係 書面 写 送付 」0日 期間 指定 条例

条 除 規定 環境影響評価 他 手 行わ 必要 あ う

い 意見及び 理由 求  

 知事 前項 規定 村長 意見 述 案 規則

定 届出 日 起算 60日 届出 係 第 種事業

い 定 行い 環境影響 程度 著 い あ 認 第
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号 措置 い 認 第 号 措置  

。1週 条例 条 除 規定 環境影響評価 他 手 行わ 必

要 あ 及び 理由 書面 届出 者及び前項 村長 通知

 

。「週 条例 条 除 規定 環境影響評価 他 手 行わ 必

要 い 及び 理由 書面 届出 者及び前項 村長 通知

 

 届出 者 前項第 号 措置 当該第 種事業 規模又

実施 区域 変更 当該事業 実施 う 場合 い 当該変更

当該事業 第 種事業 該当 者 当該変更 当該事業 い

届出 場合 い 前 項 規定 当該届出 い 準用

 

 第 種事業 対象事業 該当 除 実施 う 者 第 項第

号 前項及び第「4条第 項 い 準用 場合 含 措置

当該第 種事業 実施 い  

 第 種事業 実施 う 者 第 項 規定 わ 定

条例 条 除 規定 環境影響評価 他 手 行う

場合 い 当該第 種事業 実施 う 者 条例

条 除 規定 環境影響評価 他 手 行う 知事 書面

通知 い  

 知事 前項 規定 通知 当該通知 係 第 種事業 実施

区域 管轄 村長 当該通知 写 送付  

 第 項 規定 通知 係 第 種事業 当該通知 時 第 項第 号 措置

 

 

第 節 方法書 作成等 

方法書 作成  

第 条 事業者 対象事業 係 環境影響評価 行う方法 調査 予測及び評価 係

限 い 規則 定 各号 掲 事項 載

環境影響評価方法書 方法書 いう 作成 い  

。1週 事業者 氏 及び 所 法人 あ 称 表者 氏 及び主 事業

所 所在地  

。「週 対象事業 目的及び 容 

。」週 対象事業 実施 区域 対象事業実施区域 いう 及び 周

概況 

。4週 対象事業 係 環境影響評価 項目並び 調査 予測及び評価 手法 当該手法

決定 い い場合 あ 対象事業 係 環境影響評価 項目  

 相互 関連 対象事業 実施 う 場合 当該対象事業 係 事

業者 対象事業 い 併 方法書 作成  

 

方法書 送付  

第 条 事業者 方法書 作成 知事及び規則 定 対象事

業 係 環境影響 範 あ 認 地域 管轄 村長 対 方

法書 送付 い  

 

方法書 公告及び縦覧  

第 条 知事 前条 方法書 送付 方法書 送付 他規
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則 定 事項 公告 方法書 公告 日 起算 間縦覧 供

 

 

方法書 い 意見書 提出  

第 条 方法書 い 環境 保全 見地 意見 者 前条 公告 日

条 縦覧期間満了 日 翌日 起算 間 経過 日 間 事業者

対 意見書 提出 述  

 前項 意見書 提出 関 必要 事項 規則 定  

 

方法書 い 意見書 写 送付  

第10条 事業者 前条第 項 期間 経過 知事及び第 条 規定 地域 管

轄 村長 対 前条第 項 意見書 写 項 意見書 提出

載 書類 条 い 送付 い  

 

方法書 い 知事 意見  

第11条 知事 前条 意見書 写 送付 規則 定 期間 事

業者 対 方法書 い 環境 保全 見地 意見 書面 述

 

 前項 場合 い 知事 期間 指定 方法書 い 前条 規定

村長 環境 保全 見地 意見 求  

 第 項 場合 い 知事 方法書 い 長 県環境影響評価技術委員会 意

見 聴  

 第 項 場合 い 知事 前 項 意見 案 第 条第 項

意見 配意  

 知事 第 項 規定 意見 述 項 書面 写 第 項 規定

村長 送付  

 

第 節 環境影響評価 実施等 

環境影響評価 項目等 選定  

第1「条 事業者 前条第 項 意見 述 案 第

条第 項 意見 配意 第 条第 項第 号 掲 事項 検討 加え 技術指針

定 対象事業 係 環境影響評価 項目並び 調査 予測及び評価

手法 選定 い  

 

環境影響評価 実施  

第1」条 事業者 前条 規定 選定 項目及び手法 基 い 技術指針 定

対象事業 係 環境影響評価 行わ い  

 

第 章 準備書 

 

準備書 作成  

第14条 事業者 前条 規定 対象事業 係 環境影響評価 行 当該環境

影響評価 結果 い 環境 保全 見地 意見 聴 準備 規則

定 当該結果 係 各号 掲 事項 載 環境影響評価準

備書 準備書 いう 作成 い  

。1週 第 条第 項第 号 第 号 掲 事項 

。「週 第 条第 項 意見 概要 
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。」週 第11条第 項 知事 意見 

。4週 前 号 意見 い 事業者 見解 

。5週 環境影響評価 項目並び 調査 予測及び評価 手法 

。6週 環境影響評価 結果 う 掲  

ア 調査 結果 概要並び 予測及び評価 結果 環境影響評価 項目

環境影響評価 行 わ 環境影響 容及び程度 明

項目 係 含  

イ 環境 保全 措置 当該措置 講 至 検討 状況 含

 

ウ イ 掲 措置 将来 明 環境 状況 応 講 あ 場合

当該環境 状況 把握 措置 

エ 対象事業 係 環境影響 総合的 評価 

。7週 環境影響評価 全部又 一部 他 者 委 行 場合 者 氏 及

び 所 法人 あ 称 表者 氏 及び主 事 所 所在地  

 第 条第 項 規定 準備書 作成 い 準用  

 

準備書 送付  

第15条 事業者 準備書 作成 知事及び第 条 規則 定

対象事業 係 環境影響 範 あ 認 地域 第 条第 項及び第

11条第 項 意見並び 第1」条 規定 行 環境影響評価 結果 第

条 規定 地域 追加 認 地域 含 関係地域 い

う 管轄 村長 関係 村長 いう 対 準備書及び

要約 書類 条及び第17条 い 要約書 いう 送付

い  

 

準備書 公告及び縦覧  

第16条 知事 前条 準備書及び要約書 送付 準備書及び要約書 送

付 他規則 定 事項 公告 準備書及び要約書 公告 日 起算

間縦覧 供  

 

明会 開催等  

第17条 事業者 規則 定 前条 縦覧期間 関係地域 い

準備書 載事項 周知 明会 条 い 明会 い

う 開催 い 場合 い 関係地域 明会 開催

適当 場所 い 関係地域 外 地域 い 開催  

 事業者 明会 開催 開催 予定 日時及び場所 定 規則

定 関係地域 い 周知 い  

 事業者 明会 開催 予定 日時及び場所 定 う あ

知事 意見 聴 い  

 事業者 責 い事由 あ 規則 定

第 項 規定 周知 明会 開催 い場合 当該 明

会 開催 要 い 場合 い 事業者 規則 定

前条 縦覧期間 要約書 提供 他 方法 準備書 載事項 周知

う 努 い  

 前各項 定 明会 開催 関 必要 事項 規則 定  
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準備書 い 意見書 提出  

第18条 準備書 い 環境 保全 見地 意見 者 第16条 公告 日

条 縦覧期間満了 日 翌日 起算 間 経過 日 間 事業

者 対 意見書 提出 述  

 前項 意見書 提出 関 必要 事項 規則 定  

 

準備書 い 意見書 写 等 送付  

第1重条 事業者 前条第 項 期間 経過 知事及び関係 村長 対 項

意見書 写 及び当該意見 い 事業者 見解 載 書類 項 意見書

提出 載 書類 条 い 送付

い  

 

準備書 い 知事 意見  

第「0条 知事 前条 意見書 写 及び当該意見 い 事業者 見解 載 書

類 送付 事業者 対 準備書 い 環境 保全 見地 意見

書面 述  

 前項 場合 い 知事 期間 指定 準備書 い 関係 村長 環境

保全 見地 意見 求  

 第 項 場合 い 知事 準備書 い 長 県環境影響評価技術委員会 意

見 聴  

 第 項 場合 い 知事 準備書 い 環境 保全 見地 意見

者 意見 聴 必要 あ 認 公聴会 開催  

 第11条第 項及び第 項 規定 第 項 規定 知事 準備書 い 意見

述 場合 い 準用 場合 い 条第 項中 前 項 あ

第「0条第 項及び第 項 第 条第 項 意見 あ 第18条第 項

意見 第1重条 事業者 見解及び第「0条第 項 公聴会 い 述 意見

条第 項中 第 項 規定 村長 あ 関係 村長 替え

 

 

第 章 評価書 

 

評価書 作成  

第「1条 事業者 前条第 項 意見 述 案 第18

条第 項 意見 配意 準備書 載事項 い 検討 加え 当該事項 修 必

要 認 当該修 事業 対象事業 該当 限

各号 掲 当該修 区 応 当該各号 定 措置 い  

。1週 第 条第 項第 号 掲 事項 修 事業規模 縮 規則 定 軽微 修

他 規則 定 修 該当 除  条 条 規定

環境影響評価 他 手 経  

。「週 第 条第 項第 号又 第14条第 項第 号 第 号 若 第 号 掲

事項 修 前号 該当 除  項及び第 項並び 条 規定

環境影響評価 他 手 行う  

。」週 前 号 掲 外  技術指針 定 当該修 係

部 い 対象事業 係 環境影響評価 行う  

 事業者 前項第 号 該当 場合 除 項第 号 規定 環境影響評価

行 場合 当該環境影響評価及び準備書 係 環境影響評価 結果 号 規

定 環境影響評価 行わ 場合 準備書 係 環境影響評価 結果 係
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各号 掲 事項 載 環境影響評価書 評価書 いう 規

則 定 作成 い  

。1週 第14条第 項各号 掲 事項 

。「週 第18条第 項 意見 概要 

。」週 前条第 項 知事 意見 

。4週 前 号 意見 い 事業者 見解 

 事業者 評価書 作成 知事及び関係 村長 対 評価書及び

要約 書類 条 い 要約書 いう 送付 い  

 

評価書 公告及び縦覧  

第「「条 知事 前条第 項 評価書及び要約書 送付 評価書及び要約

書 送付 他規則 定 事項 公告 評価書及び要約書 公告 日

起算 間縦覧 供  

 

第 章 対象事業 容 修 等 

 

事業 容 修 場合 環境影響評価 他 手  

第「」条 事業者 第 条 規定 公告 行わ 前条 規定 公告 行わ

間 第 条第 項第 号 掲 事項 修 う 場合 第「1条第

項 規定 適用 場合 除 い 当該修 事業 対象事業 該当

当該修 事業 い 第 条 前条 規定 環境影響評

価 他 手 経 い 当該事項 修 事業規模 縮 規

則 定 軽微 修 他 規則 定 修 該当 場合 限 い  

 

事業 容 修 場合 第 種事業 係 定  

第「4条 事業者 第 条 規定 公告 行わ 第「「条 規定 公告 行

わ 間 い 第 条第 項第 号 掲 事項 修 う 場合

い 当該修 事業 第 種事業 該当 当該修 事業 い

第 条第 項 規定 例 届出  

 第 条第 項及び第 項 規定 前項 規定 届出 い 準用 場

合 い 条第 項第 号中 他 手 あ 他 手 当該

届出 時 行 除 替え  

 知事 前項 い 準用 第 条第 項第 号 規定 措置

規則 定 公告  

 

対象事業 廃 等  

第「5条 事業者 第 条 規定 公告 行わ 第「「条 規定 公告 行

わ 間 い 各号 い 該当 場合 知事

通知 い  

。1週 対象事業 実施 い  

。「週 第 条第 項第 号 掲 事項 修 場合 い 当該修 事業 第

種事業又 第 種事業 い 該当 い  

。」週 対象事業 実施 他 者 引 い  

 知事 前項 規定 通知 公告  

 第 項第 号 場合 い 当該引 事業 対象事業 あ 前項

規定 公告 日 前 当該引 前 事業者 行 環境影響評価 他 手

新 事業者 者 行 当該引 前 事業者 い 行わ
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環境影響評価 他 手 新 事業者 者 い 行わ

 

 

第 章 評価書 公告及び縦覧 手  

 

対象事業 実施 制限  

第「6条 事業者 第「「条 規定 公告 行わ 対象事業 第「1条第 項

又 第「」条 規定 修 あ 場合 い 当該修 事業 対象事業 該

当 当該修 事業 実施 い  

 事業者又 対象事業 実施 い 者 事業者等 いう 第「「条 規

定 公告 行わ 第 条第 項第 号 掲 事項 変更 う 場

合 い 当該変更 事業規模 縮 規則 定 軽微 変更 他 規則 定

変更 該当 条例 第」「条 除 規定 環境影響評価

他 手 経 要 い  

 第 項 規定 事業者等 前項 規定 環境影響評価 他 手 経

要 い 除 第「「条 規定 公告 行わ 第

条第 項第 号 掲 事項 変更 当該事業 実施 場合 い 準用

場合 い 第 項中 公告 あ 公告 条 規定 公告 行わ

条例 規定 環境影響評価 他 手 再び経 行う

限 替え  

 事業者等 第「「条 規定 公告 行わ 対象事業 実施 他 者 引

い 場合 知事 通知 い 場合 い 前条第

項及び第 項 規定 当該引 い 準用  

 

評価書 公告 環境影響評価 他 手 再実施  

第「7条 第「「条 規定 公告 行わ 対象事業実施区域及び 周 環境

状況 変化 他 特 事情 対象事業 実施 い 環境 保全 適

配慮 第14条第 項第 号又 第 号 掲 事項 変更 必要 あ

認 場合 事業者等 当該変更 対象事業 い 更 第 条

第「「条 又 第1「条 第「「条 規定 例 環境影響評価 他 手

行う  

 事業者等 前項 規定 環境影響評価 他 手 行う

遅滞 規則 定 知事 通知 い  

 知事 前項 規定 通知 公告  

 第「」条 前条 規定 第 項 規定 環境影響評価 他 手 行わ

対象事業 い 準用 場合 い 条第 項中 公告 あ

公告 条第 項 規定 環境影響評価 他 手 行 行う 限

替え  

 

評価書 公告 環境影響評価 他 手 再実施 要求  

第「8条 知事 前条第 項 場合 い 事業者等 対 当該変更 対象事業

い 項 環境影響評価 他 手 行う う求  

 

許認可等 当 配慮 要請  

第「重条 知事 対象事業 実施 必要 許可 認可 他 行為 法 法 法

基 命 条例及び執行機関 規則 いう 規定 基 規

則 定 限 権限 者 評価書 写 送付 者 当該行
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為 行う 当 評価書 容 い 配慮 う要請  

 

事業者等 環境 保全 配慮  

第」0条 事業者等 評価書 載 い 環境 保全 い 適

配慮 当該対象事業 実施 う い  

 

対象事業 着手 通知  

第」1条 対象事業 着手 者 知事及び関係 村長 通知

い  

 

評価書 公告 報告  

第」「条 事業者等 他規則 定 者 第「「条 規定 公告 規則 定

各号 掲 事項 載 報告書 作成 知事及び関係 村長

送付 い  

。1週 評価書 載 第14条第 項第 号 イ 掲 措置 状況 

。「週 評価書 載 第14条第 項第 号 ウ 掲 措置 状況 

。」週 対象事業 実施状況 

 知事 前項 報告書 送付 場合 い 環境 保全 措置 講

必要 あ 認 事業者等 他規則 定 者 対 当該措置 講

う求  

 

第 章 長 県環境影響評価技術委員会 

 

設置  

第」」条 条例 規定 権限 属 事項 処理 長 県環

境影響評価技術委員会 技術委員会 いう 設置  

 

組織  

第」4条 技術委員会 委員17人 組織  

 委員 学識経験 者 う 知事 任命  

 

任期  

第」5条 委員 任期 補 委員 任期 前任者 残任期間

 

 

委員長  

第」6条 技術委員会 委員長 置 委員 互選  

 委員長 会 総理  

 委員長 事故 あ あ 委員長 指 委員 職 理

 

 

会議  

第」7条 会議 委員長 招集 委員長 議長  

 技術委員会 委員 過半数 出席 会議 開 い  

 技術委員会 議事 出席委員 過半数 決 可否 数 議長 決
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部会  

第」8条 技術委員会 部会 置  

 部会 属 委員 委員長 指  

 部会 部会長 置 部会 属 委員 互選  

 部会長 部会 事 掌理  

 技術委員会 部会 決議 技術委員会 決議  

 第」6条第 項及び前条 規定 部会長及び部会 い 準用 場合 い

委員長 あ 部会長 技術委員会 あ 部会 替え

 

 

 

専門委員  

第」重条 技術委員会 専門 事項 調査 必要 あ 専門委員 置

 

 専門委員 学識経験 者 う 知事 任命  

 専門委員 当該専門 事項 関 調査 終了 解任  

 

第 章 環境影響評価法 関係 

 

環境影響評価法 関係  

第40条 環境影響評価法 成 法 第81号 法 いう 第 条第 項 規

定 第 種事業又 条第 項 規定 第 種事業 い 条例 前章及

び 章 除 規定 適用 い 法第 条第 項第 号 条第

項及び法第「重条第 項 い 準用 場合 含 措置 場合又 事業

者 法第」0条第 項第 号 該当 場合 限 い  

 前項 書 場合 い 知事 規則 定 法 規定

環境影響評価 他 手 行わ 範 条例 規定 環境影響評価

他 手 全部又 一部 免除  

 

知事 意見 述 場合 手  

第41条 知事 法第10条第 項又 法第「0条第 項 規定 意見 述 場合

技術委員会 意見 聴  

 知事 法第「0条第 項 規定 意見 述 場合 第「0条 規定 例

公聴会 開催  

 

第10章 雑則 

 

報告及び立入調査  

第4「条 知事 条例 前章 除 施行 必要 限度 い 事業者 他

知事 必要 認 者 対 対象事業 実施状況又 対象事業 係 環境影響評価

他 手 実施状況 他必要 事項 い 報告又 資料 提出 求

 

 知事 条例 前章 除 施行 必要 限度 い 職員 前項

規定 者 事 所 対象事業実施区域 他知事 必要 認 場所 立 入

対象事業 実施状況又 対象事業 係 環境影響評価 他 手 実施状況 調査

 

 前項 職員 身 示 証明書 携 関係人 提示 い  
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勧告及び公表  

第4」条 知事 各号 い 該当 者 対 必要 措置 講 う勧告

 

。1週 第 条第 項 規定 違反 第 種事業 実施 又 第「6条第 項 条第

項及び第「7条第 項 い 準用 場合 含 規定 違反 対象事業 実

施 者 

。「週 条例 規定 違反 環境影響評価 他 手 行わ い者 

。」週 方法書 準備書 評価書又 第」「条第 項 報告書 虚偽 事項 載 送付

者 

。4週 第」「条第 項 規定 求 措置 講 い者 

。5週 前条第 項 規定 報告若 資料 提出 若 虚偽 報告若

資料 提出 又 条第 項 規定 立入調査 拒 妨 若

忌避 者 

 知事 前項 規定 勧告 者 当 理由 当該勧告 従わ い

及び当該勧告 容 公表 場合 い 知事

あ 当該勧告 者 意見 述 機会 与え い  

 

隣接県 知事 協議  

第44条 知事 対象事業 係 環境影響 範 あ 認 地域 県 区

域 属 い地域 含 い 場合 い 必要 あ 認 当該地域

環境影響評価 関 当該地域 管轄 県知事 協議  

 

調査研究  

第45条 県 環境影響評価 必要 技術 向 当該技術 関 調査及び

研究 推 並び 成果 普及 努  

 

都 計 法 適用 事業 関 特例  

第46条 第 種事業若 第 種事業 都 計 法 昭和4」 法 第100号 第 条第

項 規定 街地開発事業 法 規定 都 計 定 場合

当該事業又 第 種事業若 第 種事業 係 施設 条第 項 規定

都 施設 法 規定 都 計 定 場合 当該都 施設

係 事業 い 環境影響評価 他 手 い 規則 定  

 

適用除外  

第47条 第 章 章 規定 災害対策基 法 昭和」6 法 「「」号 第87条

規定 災害復 事業又 法第88条第 項 規定 事業 建築基準法 昭和

「5 法 第「01号 第84条 規定 適用 場合 条第 項 都 計 定

事業又 項 規定 事業 被災 街地復興特 措置法 成 法 第14

号 第 条第 項 被災 街地復興推 地域 い 行わ 項第 号 規定 事

業及び災害 復 又 防 緊急 実施 必要 あ 事業 あ 知事 必要

認 い 適用 い  

 

補則  

第48条 条例 定 条例 施行 関 必要 事項 知事 定
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附 則 

施行期日  

 条例 公 日 起算 15 超え い範 い 規則 定 日

施行 各号 掲 規定 当該各号 定 日 施行  

成10 規則第」」号 11 1「日 施行  

。1週 第 条 第 条 条第 号及び第 号 規則 係 部 除 第 章 第

章並び 附則第1「項 第14項及び第15項 規定 公 日 

。「週 第 条 条第 号又 第 号 規則 係 部 限 規定 公 日

起算 超え い範 い 規則 定 日 

成10 規則第「5号 10 「重日 施行  

。」週 第 条第 項 項 規則 係 部 限 第 条第 項 項 規則 係

部 限 第 条 条 規則 係 部 限 第 条 条 規則

係 部 限 第 条第 項 項 規則 係 部 限 第1「条

条 技術指針 係 部 限 第1」条 条 技術指針 係 部 限

及び附則第 項 第11項 規定 公 日 起算 超え い範

い 規則 定 日 

成10 規則第」4号 10 「重日 施行  

経過処置  

 条例 施行 際 当該施行 新 対象事業 事業 新 第 種事業

事業 う 第 条第 項第 号 措置 含 い 長

県環境影響評価指 要綱 昭和5重 長 県告示第 号 項及び 項 い

指 要綱 いう 定 従 作成 各号 掲 書類 あ

当該書類 当該各号 定 書類  

。1週 指 要綱第 条 手 経 準備書 第15条 手 経 準備書 

。「週 指 要綱第10条 手 経 準備書 第16条 手 経 準備書 

。」週 指 要綱第11条 手 経 準備書 第17条 手 経 準備書 

。4週 指 要綱第1「条 手 経 意見書 写  第1重条 手 経 条 意見書

写 及び書類 

。5週 指 要綱第14条 手 経 意見書 第「0条 手 経 条第 項 書面 

。6週 指 要綱第15条 手 経 評価書 第「1条 手 経 評価書 

。7週 指 要綱第16条 手 経 評価書 第「「条 手 経 評価書 

。8週 指 要綱第1重条 規定 事業 着手 通知 第」1条 規定 通知 

。重週 指 要綱第「1条第 項 規定 求 応 提出 調査報告書 第」「条

第 項 手 経 報告書 

 第 種事業又 第 種事業 該当 事業 指 要綱 規定 前項各号 掲

書類 作成 除 あ 条例 施行 日 施行日 い

う 前 当該事業 実施 係 許可 認可 他 行為 法 規定 基

規則 定 限 項及び附則第 項 い 施行

日 容 変更 又 事業規模 縮 若 規則 定 軽微 変更

他 規則 定 変更 実施 限 い 第 章

第10章 規定 適用 い  

 施行日前 当該事業 実施 係 許可 認可 他 行為 事業 あ

施行日 容 変更 環境影響 程度 減 規則 定 条件 該

当 限 第 種事業又 第 種事業 実施 い

第 章 第10章 規定 適用 い  

 施行日前 当該事業 実施 係 許可 認可 他 行為 第 種事業又

第 種事業 実施 う 者 他規則 定 者 附則第 項 規定 わ
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当該事業 い 第 条 第「「条 第」1条及び第」「条又 第1「条 第

「「条 第」1条及び第」「条 規定 例 環境影響評価 他 手 行う

 

 第「」条 第「6条 並び 第「7条第 項及び第 項 規定 前項 規定 環

境影響評価 他 手 行う対象事業 い 準用 場合 い 第「」

条 第「5条 及び第「6条第 項中 事業者 あ 附則第 項 規定 第

種事業又 第 種事業 実施 う 者 条第 項中 事業者又 対象事

業 実施 い 者 あ 条第 項及び第 項並び 第「7条第 項中 事業者等

あ 附則第 項 規定 第 種事業又 第 種事業 実施 う 者又

実施 い 者 替え  

 条例 施行 事業者 者 附則第 項第 号 掲 規定 施行

条例 施行前 い 第 条 第1」条 規定 例 環境影響評価

他 手 行う  

 前項 規定 者 項 規定 環境影響評価 他 手 行う

遅滞 規則 定 知事 届 出  

 知事 前項 規定 届出 公告  

10 前項 規定 公告 行わ 場合 い 附則第 項 規定 者 第 条

第1」条 規定 例 環境影響評価 他 手 行 知事及び

条例 施行 関係 村長 者 規定 例 手 行う

 

11 前項 規定 手 行わ 対象事業 い 当該手 条例 相当

規定 施行日 行わ  

1「 知事 法附則第 条第 項 規定 法第10条第 項 規定 例 意見 述

場合 技術委員会 意見 聴  

1」 附則第 項 前項 定 条例 施行 関 必要 経過処置

関 事項 規則 定  

特 職 職員等 給与 関 条例 一部改  

14 特 職 職員等 給与 関 条例 昭和「7 長 県条例第10号 一部 う

改  

う略  

特 職 職員等 旅費又 費用弁償 関 条例 一部改  

15 特 職 職員等 旅費又 費用弁償 関 条例 昭和「7 長 県条例第75号 一

部 う 改  

う略  

 

附 則 成1重 17日条例第4「号  

施行期日  

 条例 成1重 10 日 施行  

経過措置  

 条例 施行 際 当該施行 新 対象事業 事業 あ 条例

施行 日前 電気事業法 昭和」重 法 第170号 第47条第 項若 第 項 規

定 認可又 法第48条第 項 規定 届出 条例 施行

日 容 変更 又 事業規模 縮 若 規則 定 軽微 変

更 他 規則 定 変更 実施 限 い 第 章

第10章 規定 適用 い  

 前項 定 条例 施行 関 必要 経過措置 関 事項 規

則 定  
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表 第 条関係  

 道路 建設 

 ダム 建設 

 鉄道 建設 

 飛行場 建設 

 工場又 事業場 建設 

 風力発電所 建設 

 廃棄物処理施設 建設 

 水道終 処理場 建設 

 スポ ツ又 レクリエ ション施設 建設 

10 土地区 整理事業 

11 宅団地 造成 

1「 工業団地 造成 

1」 流通業 団地 造成 

14 荘団地 造成 

15 土石 採 又 鉱物 掘採 

16 15 掲 準 規則 定 事業 

一部改 成1重 条例4「号  


